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自治会・町内会に加入しましょう
問 協働推進課　☎21-9618

“心ふれあうまちづくり”の第一歩は、地域の人々が気軽
にあいさつしたり、話し合うことから始まります。
私たちの身の回りには、防災、防犯、ごみ収集など生活
に密着した問題が数多くあります。
自治会・町内会は地域に住む人たちが、住みよい豊かな
まちづくりを目指して、地域におけるさまざまな問題の解
決に取り組むとともに、住民の連帯意識の向上に努めてい
る自主的な任意の団体です。

自治会・町内会が行っている主な行事や活動例

●「自主防災・互助活動」
いつくるか分からない災害（地震、火事、水害）や、不幸
に見舞われたときのお互いの助け合いなどは大きな役割で
す。
●「安心・安全」
子どもたちの登下校の見守り、地域の危険箇所の確
認や対策など、安心して暮らせる日常を自治会・町内会
は支えています。
●「ごみの分別活動」
日常出されるごみ、その収集場所の設置や掃除を行
うとともに、資源再生物の分別に協力しています。
※どこの収集場所を利用すればよいか分からないとき
は、地域の自治会長さんや近隣の方に聞いてください。

●「地区レクリエーション大会、盆踊り等の実施」
気軽に参加できる行事を行い、いざというときに役
に立つ地域の方々との交流や親睦を図っています。
●「子ども会、ゆめクラブ（老人クラブ）等の各種団体
活動への支援・育成」
子どもたちの健全育成、レクリエーションやゆめク
ラブ（老人クラブ）の振興等、地域内の各種団体への支援
を行い、育成に努めています。

このような活動をしている自治会・町内会へ、あなたも
加入しましょう。
加入を希望する方は、あなたの地域の自治会・町内会長
さんや役員さんにお申し出ください。

地域の自治会・町内会長さんが分からないときは、協働
推進課までお問い合わせください。

イベント用品の貸出

平塚市では、市内で活動する自治会、町内会等の地域団
体が実施するふれあい活動に対して、次のとおりイベント
用品の貸出を無料で行っています。
●イベント用品　※原則1種類につき、1台までの貸出
● ポップコーン機 3台
● 綿がし機 3台
● かき氷機 3台
● 焼き物器 1台
● 焼きそば台 2台
● 発電機 1台
●利用条件
① 地域の方が誰でも参加できる、地域とのふれあい活
動等にご利用ください。

② 燃料、電池等の消耗品はご用意ください。
③ 備品をほかに貸与しないでください。
④ 借受の目的以外に利用しないでください。
⑤ 使用後は必ず清掃し、正常に使用できる状態で返却
してください。

⑥ 破損または亡失した場合は、修理等により原状回復
または損害を賠償していただきます。

⑦ 備品が故障している場合には、貸出ができない場合
もあります。

貸出手続きの流れ

① 協働推進課（☎21-9618）へ電話で予約状況を確認し
てください。

② 貸出備品、期間、使用場所などの内容を確認の上、仮
受付をします。

③ 貸出日の1週間前までに、「借受申請書」を提出してく
ださい。提出は窓口、郵送、メール、FAXでできます。
詳細は仮受付の際にご説明します。

先行予約

貸出期間を、前期（4月～9月）、後期（10月～3月）に分
けています。
また、年2回次のとおり先行予約として受付をします。

貸出期間 受付開始

前期（4月～9月） 2月第3金曜日

後期（10月～3月） 8月第3金曜日

● 先行予約の受付は、「広報ひらつか」でお知らせします。
※受付期間は、受付開始日からおおむね1週間です。

● 予約が重複した場合には、抽選となります。
● 先行予約終了後は、先着順での受付です。

綿がし機

地域活動

地
域
活
動

ひらつか市民生活ガイドブック66

Hiratsuka2026_P032-085.indd   66 2025/12/25   18:29




